
裁
量
労
働
制
の
対
象
拡
大

専
門
知
識
持
つ

法
人
営
業
職
に
も

新
聞
報
道
に
よ
る
と
「
厚
生

労
働
省
は
働
く
時
間
を
社
員
が

柔
軟
に
決
め
ら
れ
る
裁
量
労
働

制
の
対
象
を
広
げ
る
。
一
定
の

専
門
知
識
を
持
つ
法
人
向
け
提

案
営
業
職
に
も
適
用
す
る
。
金

融
機
関
や
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）

企
業
な
ど
で
活
用
が
進
む
見
通

し
で
、
新
た
な
対
象
者
は
数
万

人
規
模
に
の
ぼ
り
そ
う
だ
。
導

入
の
手
続
き
も
簡
単
に
す
る
。

多
様
な
働
き
方
を
認
め
、
効
率

的
に
仕
事
が
で
き
る
よ
う
に
す

る
。政

府
が
３
日
に
閣
議
決
定
す

る
労
働
基
準
法
改
正
案
に
盛
り

込
む
。
今
国
会
で
成
立
す
れ
ば

２
０
１
６
年
４
月
に
施
行
す
る
。

（
４
月
２
日
日
本
経
済
新
聞
電

子
版
）
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
朝
日
新
聞
は
「
あ
ら

か
じ
め
想
定
し
た
労
働
時
間
に

応
じ
賃
金
を
払
う
「
裁
量
労
働

制
」
に
つ
い
て
、
対
象
業
務
を

一
部
営
業
職
に
拡
大
す
る
こ
と

な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
厚
生
労
働

省
の
労
働
政
策
審
議
会
の
報
告

書
案
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま

た
、
働
い
た
時
間
で
は
な
く
成

果
で
賃
金
を
支
払
う
と
す
る

「
残
業
代
ゼ
ロ
」
と
な
る
働
き

方
に
つ
い
て
、
研
究
開
発
職
な

ど
対
象
業
務
の
追
加
を
検
討
す

る
。

金
融
商
品
の
営
業
職
な
ど

顧
客
の
求
め
に
応
じ
、
商

品
や
サ
ー
ビ
ス
を
販
売
す

る
営
業
業
務
な
ど
に
つ
い

て
認
め
る
方
向

成
果
を
重
視
す
る
裁
量
労
働

制
の
拡
大
や
「
残
業
代
ゼ
ロ
」

導
入
に
つ
い
て
は
、
会
社
が
求

め
る
成
果
を
出
そ
う
と
す
る
働

き
手
の
長
時
間
労
働
を
助
長
し

か
ね
な
い
た
め
、
労
働
組
合
な

ど
が
強
く
反
発
し
て
い
る
。

裁
量
労
働
制
は
、
働
き
手
が

自
分
の
判
断
で
仕
事
が
で
き
※

※
た
り
、
専
門
的
な
仕
事
に
つ

い
て
い
た
り
す
る
場
合
に
、
実

際
に
働
い
た
時
間
と
は
関
係
な

く
、
一
定
時
間
働
い
た
こ
と
に

す
る
制
度
。
現
在
、
企
画
や
調

査
、
研
究
部
門
な
ど
の
「
企
画

業
務
型
」
や
、
研
究
職
や
弁
護

士
ら
を
対
象
に
し
た
「
専
門
業

務
型
」
の
２
種
類
が
あ
り
、
こ

の
う
ち
企
画
型
で
対
象
業
務
の

拡
大
を
検
討
す
る
。
金
融
商
品

の
営
業
職
な
ど
顧
客
の
求
め
に

応
じ
、
商
品
や
サ
ー
ビ
ス
を
販

売
す
る
営
業
業
務
な
ど
に
つ
い

て
認
め
る
方
向
だ
。
（
1
月
14

日
朝
日
新
聞
デ
ジ
タ
ル
）
」
と

報
じ
て
い
ま
す
。
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従
業
員
組
合
は
、
４
月
30
日

開
催
の
団
体
交
渉
で
、
12
月
17

日
に
提
案
さ
れ
た
「
人
事
制
度

改
定
の
骨
子
提
案
に
つ
い
て
」

な
ら
び
に
関
連
提
案
に
つ
い
て

問
題
点
を
整
理
し
、
銀
行
を
質

し
て
い
ま
す
。

定
昇
・
昇
格
の
７
月
実
施

総
額
３
９
百
万
円
の
実
損

「
定
昇
お
よ
び
昇
級
の
改
定
」

に
つ
い
て
は
、
３
月
中
に
回
答

で
き
な
い
業
界
自
ら
変
わ
る
べ

き
。
４
月
か
ら
期
が
は
じ
ま
る

の
で
あ
り
当
然
反
映
す
べ
き
。

従
業
員
の
実
損
は
、
銀
行
が
言

う
１
０
０
円
だ
け
の
話
で
な
く
、

昨
年
比
較
で
総
額
39
百
万
に
も

な
り
、
一
人
18
千
円
の
も
な
る
。

「
休
日
勤
務
に
関
す
る
就
業

規
則
の
一
部
改
定
」
で
は
、
人

事
異
動
発
令
の
方
法
と
し
て
育

児
期
間
、
中
学
卒
業
ま
で
の
子

女
を
持
つ
者
を
除
く
こ
と
を
明

記
す
べ
き
、
本
人
の
健
康
状
態

の
確
認
な
ど
、
事
前
同
意
を
盛

り
込
む
。
自
己
申
告
や
公
募
制

を
採
用
す
る
こ
と
、
「
特
別
勤

務
手
当
の
新
設
と
専
任
行
員
役

付
手
当
の
増
額
」
の
提
案
で
は
、

見
返
り
的
な
業
務
の
拡
大
や
新

設
等
は
合
意
を
前
提
と
す
る
こ

と
、
な
ど
再
検
討
を
迫
り
ま
し

た
。

成
果
追
求
の
全
員
外
交
の

道
開
く
外
務
手
当
の
廃
止

「
外
務
手
当
の
廃
止
」
に
つ

い
て
は
、
当
初
よ
り
指
摘
の
通

り
異
例
実
態
を
実
績
と
す
る
の

は
本
末
転
倒
で
あ
り
、
女
性
を

含
む
内
勤
者
が
外
務
に
従
事
す

る
場
合
は
、
不
測
の
事
態
を
考

慮
し
た
、
管
理
監
督
者
の
帯
同

や
帰
店
管
理
な
ら
び
に
待
機
、

時
間
帯
の
制
限
と
運
用
ル
ー
ル
、

時
間
後
外
訪
報
外
の
制
限
、
そ

の
他
懸
念
さ
れ
る
事
項
に
つ
い

て
の
合
意
形
成
が
前
提
と
な
る

事
な
ど
に
つ
い
て
質
し
ま
し
た
。

決
裁
手
当
と
引
き
替
え
の

「
任
用
差
別
」
は
不
可

「
特
命
手
当
の
廃
止
・
決
裁

手
当
の
新
設
」
と
引
き
替
え
に

し
た
、
新
た
な
「
任
用
差
別
」

の
導
入
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
、

任
用
を
理
由
に
し
た
、
安
易
な

異
動
は
認
め
ら
れ
な
い
。
な
ど

銀
行
を
質
し
ま
し
た
。

髙
田
紘
一
氏
の
冥
福
を
祈
る

去
る
３
月
２
日
に
逝
去
さ
れ
た
髙
田
紘

一
氏
の
お
別
れ
の
会
が
４
月
27
日
午
後
に

執
り
行
わ
れ
、
中
島
委
員
長
は
じ
め
組
合

員
と
先
輩
組
合
員
が
参
列
し
ま
し
た
。

遺
影
に
敬
意
の
礼
を
尽
く
し
花
を
献
じ

た
と
き
同
氏
の
果
た
さ
れ
た
功
績
が
甦
り

ま
し
た
。

髙
田
氏
が
滋
賀
銀
行
の
役
員
に
就
任
さ

れ
た
時
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
組
合

と
の
挨
拶
を
兼
ね
た
懇
談
が
行
わ
れ
、
事

前
に
、
組
合
の
歴
史
を
ま
と
め
た
「
あ
ゆ

み
」
を
お
渡
し
て
お
き
ま
し
た
。
日
本
銀

行
の
幹
部
か
ら
見
れ
ば
、
地
方
銀
行
の
中

に
少
数
の
た
た
か
う
組
合
が
あ
り
、
そ
の

執
行
部
と
直
接
話
を
し
た
経
験
は
な
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。
そ
の
際
に
述
べ
ら
れ
た

話
が
、
率
直
で
、
公
平
感
に
満
ち
た
内
容

で
あ
っ
た
と
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

頭
取
に
就
任
さ
れ
て
以
降
は
、
年
に
一

度
の
労
使
懇
談
会
が
公
式
な
頭
取
と
の
議

論
の
場
で
あ
り
ま
し
た
が
、
博
学
多
才
さ

に
緊
張
感
を
持
っ
て
臨
ん
だ
も
の
で
す
。

時
に
は
組
合
側
の
持
つ
資
料
を
求
め
る
な

ど
、
情
報
に
貪
欲
な
人
で
し
た
。

髙
田
氏
が
出
さ
れ
た
施
策
や
理
念
は
、

地
域
金
融
や
地
域
経
済
に
大
き
く
寄
与
し

た
と
思
い
ま
す
が
、
と
り
わ
け
環
境
に
対

す
る
取
り
組
み
は
組
合
の
目
標
と
も
共
通

す
る
課
題
で
あ
り
注
目
し
意
見
も
述
べ
て

き
ま
し
た
。

故
髙
田
紘
一
氏
の
業
界
と
地
域
に
築
か

れ
た
、
幾
多
の
貴
重
な
業
績
を
讃
え
る
と

と
も
に
、
更
な
る
地
域
経
済
の
豊
か
な
発

展
を
祈
念
し
、
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上

げ
ま
す
。
（
谷
）



第
１
部
の
「
現
場
報
告
」
は
、

特
定
非
営
利
活
動
法
人
リ
バ
テ
ィ
ー
・

ウ
ィ
メ
ン
ズ
ハ
ウ
ス
・
お
り
ー
ぶ

理
事
長
の
山
本
良
子
さ
ん
が
、

「
女
性
の
気
づ
き
が
社
会
に
も
た

ら
す
も
の
」
を
テ
ー
マ
に
報
告
さ

れ
ま
し
た
。

山
本
さ
ん
は
、
薬
物
・
ア
ル
コ
ー

ル
依
存
症
や
Ｄ
Ｖ
被
害
等
に
悩
む

成
人
女
性
に
対
し
て
、
こ
こ
ろ
健

や
か
に
過
ご
せ
る
環
境
を
提
供
し
、

身
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
に
も

自
立
し
た
健
全
な
社
会
生
活
を
取

り
戻
せ
る
よ
う
支
援
活
動
を
展
開

さ
れ
て
い
ま
す
。

第
２
部
の
「
基
調
講
演
」
は

「
私
た
ち
の
給
料
は
な
ぜ
安
い
の

か
～
女
性
の
貧
困
か
ら
働
き
方
を

考
え
る
」
を
演
題
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ

ス
ト
で
あ
り
和
光
大
学
教
授
の
竹

信
三
恵
子
さ
ん
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

貧
困
者
の
57
％
が
女
性

働
く
女
性
の

56
％
が
非
正
規

講
演
の
最
初
に
「
日
本
の
女
性

の
い
ま
」
と
し
て
現
状
に
つ
い
て

画
像
を
使
っ
て
分
か
り
や
す
く
話

さ
れ
ま
し
た
。

２
０
１
４
年
度
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

ギ
ャ
ッ
プ
指
数

（
Ｇ
Ｇ
Ｉ
）
は

１
４
２
力
国
中

１
０
４
位
、
国

立
社
会
保
障
・

人
口
問
題
研
究

所
の
２
０
１
１

年
調
査
で
は
勤

労
世
代
の
単
身

女
性
の
32
％
、

65
歳
以
上
の
52

％
、
19
歳
以
下

の
子
供
の
い
る

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー

の
57
％
が
貧
困

ラ
イ
ン
以
下
で

貧
困
者
の
５
７

％
が
女
性
で
あ

り
、
働
く
女
性

の
56
％
が
非
正

規
で
女
性
非
正

規
の
賃
金
は
男

性
正
社
員
の
半

分
で
す
。

背
景
は
長
時
間
労
働
と

家
事
労
働
蔑
視

つ
づ
い
て
、
こ
の
背
景
に
長
時

間
労
働
と
家
事
労
働
蔑
視
が
あ
る

と
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

男
女
雇
用
機
会
均
等
法
が
、

「
男
性
並
み
労
働
時
間
」
を
求
め
、

長
時
間
労
働
で
な
い
と
正
社
員
に

な
れ
な
い
、
長
時
間
労
働
が
出
来

な
い
と
正
社
員
か
ら
の
脱
落
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
、
１

９
７
９
年
の
「
日
本
型
福
祉
社
会

構
想
」
も
「
福
祉
は
家
庭
で
女
性

が
担
い
、
男
性
が
家
族
分
を
稼
ぐ

こ
と
が
前
提
の
福
祉
政
策
」
と
な
っ

て
い
る
。

加
え
て
、
女
性
は
「
夫
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
か
ら
、
家
事
の
片
手

間
仕
事
だ
か
ら
、
安
く
て
も
不
安

定
で
も
問
題
は
な
い
」
と
の
考
え

方
が
「
非
正
規
の
低
処
遇
の
放
置

と
蔓
延
」
と
な
っ
て
い
る
。
構
図

は
「
子
ど
も
が
い
る
と
低
賃
金
」

か
ら
「
少
子
化
の
進
展
」
や
「
男

性
労
働
の
過
酷
化
」
「
同
一
労
働

同
一
賃
金
の
な
い
社
会
」
に
な
る
。

家
事
や
育
児
労
働
無
視
の

「
雇
用･

福
祉
改
革
」

三
つ
目
に
「
雇
用･

福
祉
改
革
」

の
問
題
に
つ
い
て
、
家
事
や
育
児

労
働
を
無
視
し
た
「
男
女
含
め
た

働
き
手
徹
底
利
用
」
の
可
能
性
を

指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

２
０
０
８
年
施
行
の
改
正
パ
ー

ト
法
は
、
無
期
雇
用
へ
の
転
換
は

さ
せ
る
が
「
転
勤
を
引
き
受
け
ら

れ
な
い
働
き
手
は
均
等
待
遇
か
ら

除
外
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
限
定

正
社
員
制
度
、
残
業
代
ゼ
ロ
法
案

の
問
題
点
を
指
摘
し
、
最
近
の

「
イ
ク
メ
ン
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

の
落
と
し
穴
と
し
て
、
労
働
時
間

短
縮
な
し
で
二
重
負
担
を
強
い
る

と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

福
祉
労
働
の
低
賃
金
化

一
方
で
外
国
人
労
働
へ

四
つ
め
に
、
介
護
・
保
育
の
低

賃
金
、
学
童
保
育
の
低
待
遇
の
促

進
、
ケ
ア
的
公
務
の
非
正
規
化
が

進
め
ら
れ
お
り
、
介
護
保
険
後
の

賃
金
の
歯
止
め
が
「
人
事
院
勧
告

準
拠
か
ら
最
低
賃
金
へ
」
な
ど

「
家
事
的
労
働
」
は
買
い
叩
か
れ

て
い
る
。

一
方
で
「
外
国
人
家
政
婦
」
と

「
研
修
生
」
で
家
事
・
福
祉
労
働

を
自
力
で
買
わ
せ
る
仕
組
み
を
目

指
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

最
後
に
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の

「
女
性
活
躍
」
の
問
題
点
に
つ
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

産
業
構
造
の
転
換
に
よ
る
働
き

手
の
貧
困
化
を
男
女
が
稼
ぐ
こ
と

で
乗
り
切
る
方
向
は
、
一
見
先
進

各
国
と
似
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
先

進
国
が
採
用
し
た
女
性
の
家
事
・

福
祉
労
働
へ
の
公
的
支
援
は
放
棄

し
て
、
自
己
責
任
化
と
「
保
育
サ

ポ
ー
タ
ー
」
「
外
国
人
家
政
婦
」

な
ど
低
賃
金
女
性
の
量
産
に
よ
る

乗
り
越
え
の
政
策
で
あ
る
。

女
性
活
躍
政
策

欧
州
と
の
違
い

西
欧
の
政
策
は
、
女
性
を
納
税

者
に
変
え
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
、
パ
ー

ト
の
均
等
待
遇
の
オ
ラ
ン
ダ
、
両

立
で
き
る
時
間
を
標
準
労
働
時
間

と
し
た
フ
ラ
ン
ス
の
週
35
時
間
制

な
ど
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
。

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
香
港
な
ど
で

は
、
少
な
い
福
祉
予
算
を
補
う
家

事
労
働
者
に
よ
る
働
く
女
性
の
下

支
え
が
あ
る
。

し
か
し
、
外
国
か
ら
の
移
住
家

事
労
働
者
を
利
用
し
た
社
会
の
歪

み
は
、
虐
待
や
国
際
紛
争
な
ど
家

事
労
働
者
使
用
国
へ
の
反
感
と
な

る
だ
ろ
う
。

活
躍
女
性
を
貧
困
女
性
に

支
え
さ
せ
る
仕
組

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
女
性
政
策
で

起
き
つ
つ
あ
る
こ
と
は
「
男
の
よ

う
に
働
き
、
女
の
よ
う
に
家
事
・

育
児
を
負
担
し
」
、
男
の
よ
う
に

働
け
な
け
れ
ば
「
呼
び
出
し
労
働

や
純
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
労
働
」
に
よ

る
極
端
な
低
賃
金
と
不
安
定
雇
用

と
い
う
「
二
重
負
担
の
強
化
と
女

性
の
分
断
」
モ
デ
ル
で
あ
る
。

ま
た
、
「
指
導
的
地
位
の
女
性
」

の
抱
き
込
み
政
策
と
、
「
そ
う
で

な
い
女
性
の
低
賃
金
化
」
で
あ
る
。

公
費
を
出
さ
ず
に
中
流
以
上
の

「
活
躍
女
性
」
を
「
貧
困
女
性
」

に
支
え
さ
せ
る
仕
組
み
づ
く
り
で

あ
り
女
性
運
動
の
抑
制
と
低
賃
金

労
働
者
の
一
段
の
活
用
で
あ
る
。

本
業
で
稼
げ
な
く
な
っ
た
企
業

が
人
件
費
を
引
き
下
げ
て
財
テ
ク

に
走
る
「
株
価
内
閣
」
と
非
正
規

化
、
正
社
員
の
低
待
遇
化
で
、
ベ

ア
を
し
て
も
パ
ー
ト
を
増
や
せ
ば

現
金
給
与
総
額
は
逆
に
減
ら
せ
る

仕
組
み
で
あ
る
。

結
び
と
し
て
、
「
真
の
女
性
活

躍
の
た
め
に
『
男
女
が
稼
ぐ
社
会
』

と
女
性
の
労
働
権
が
接
合
し
た
政

策
を
！
」
と
訴
え
講
演
を
終
わ
ら

れ
ま
し
た
。

第
３
部
は
山
本
良
子
さ
ん
、
竹

信
三
恵
子
さ
ん
と
滋
賀
弁
護
士
会

会
員
の
河
野
純
子
さ
ん
を
パ
ネ
ラ
ー

に
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

２ ０ １ ５ 年 ４ 月 第 ３７７号 滋 賀 銀 行 従 業 員 組 合 教 宣 部

４
月
29
日
午
後
、
大
津
市
の
ピ
ア
ザ
淡
海
ピ
ア
ザ
ホ
ー
ル
に
お

い
て
「
２
０
１
５
年
滋
賀
弁
護
士
会
憲
法
記
念
の
集
い
」
が
「
女

性
の
労
働
と
貧
困
」
な
ぜ
女
性
の
給
料
は
低
い
の
か
？
「
女
だ
っ

て
普
通
に
生
き
た
い
！
」
を
テ
ー
マ
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

第
１
部
「
現
場
報
告
」
、
第
２
部
「
基
調
講
演
」
、
第
３
部

「
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
」
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

集
い
に
は
、
中
島
委
員
長
は
じ
め
組
合
員
や
先
輩
組
合
員
が
参

加
し
ま
し
た
。

山本良子さん

竹信三恵子さん

程
度
の
差
は
あ
る
に
し
て
も

「
男
女
差
別
」
「
男
女
格
差
」
が

全
世
界
に
あ
り
、
な
か
で
も
日
本

の
ひ
ど
い
現
実
を
改
め
て
シ
ョ
ッ

ク
を
も
っ
て
受
け
と
め
ま
し
た
。

共
通
し
て
い
る
理
由
が
「
家
事=

女
性
が
す
る=

長
時
間
労
働
が
で

き
な
い
」
で
あ
れ
ば
、
日
本
で
は

限
り
な
く
難
し
い
問
題
だ
と
思
い

ま
す
。
「
家
事
労
働
」
を
ど
の
よ

う
に
位
置
づ
け
、
労
働
価
値
を
認

め
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
す

が
、
そ
の
た
め
に
は
男
性
も
交
え

た
議
論
が
必
要
だ
と
思
い
ま
し
た
。

（
中
島
）


